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（１）県管理河川 
  

 

 
・５水系 ２０河川  延長１５８．９ｋｍ 
                ※二級河川員弁川を除く                          

一級・ 
二級 

水系名 河川名 
河川管理延長（ｋｍ） 

  四日市市 川越町 朝日町 菰野町 

一級 
河川 
 

鈴鹿川 
水系 
 

内部川 12.0 12.0       

春雨川 0.4 0.4       

小池川 0.2 0.2       

足見川 14.3 14.3       

鎌谷川 13.8 13.8       

谷川 0.6 0.6       

二級 
河川 

朝明川 
水系 
 

朝明川 25.3 10.2 3.1 0.3 11.9 

田光川 4.9       4.9 

杉谷川 3.1       3.1 

田口川 3.7       3.7 

焼合川 0.7       0.7 

海蔵川 
水系 
 

海蔵川 18.7 11.5     7.3 

竹谷川 7.5 3.1     4.4 

三滝川 
水系 
 

三滝川 23.3 13.4     9.9 

三滝新川 0.7 0.7       

矢合川 6.0 6.0       

金渓川 7.4 1.5     6.0 

赤川 2.6       2.6 

天白川 
水系 
 

天白川 9.9 9.9       

鹿化川 4.0 4.0       

（5水系 20河川） 計 158.9 101.4 3.1 0.3 54.2 

菰野町 

四日市市 

朝日町 

川越町 

凡 例 

二級河川 

一級河川 

二級河川 

建設事務所境界 

市町境界 

県管理河川一覧表 

県管理河川図 3 



（２）大雨、洪水による災害の実態 

○浸水害、洪水害 

戦後の主な洪水被害と降雨状況 

・昭和40年代までは度重なる台風や集中豪雨により堤防決壊等の外水氾濫に伴う大きな水害が発生 

発生年月日 原因 
最大24時間

雨量 
（観測所） 

被害（四日市建設事務所管内） 

概要 人的被害 家屋被害 浸水面積 公共土木被害 

昭和28年9月25日 
～27日 

台風13号 - 
台風通過時は満潮と重なり、高潮
等の被害が発生 

死亡2名、負傷1289
名 

全壊・半壊519戸、 
床上・床下浸水8218戸 

水田・畑地・その他
2028.1ha 

道路1444箇所、橋梁13橋 
河川45箇所、海岸33箇所 

昭和34年9月26日 伊勢湾台風 - 
台風の強風による高潮の被害等
により甚大な被害が派生 

死亡288名、行方不
明1名  

全壊1542戸、半壊10210戸 
床上浸水15758戸、床下浸水3452戸  

水田・畑地 
1955.9ha 

道路3.7km、橋梁6橋 
河川11箇所、河川2.65km、海岸2.5km 

昭和46年8月30日 台風23号 190 
（四日市建設） 

台風による大雨のため、朝明川、
三滝川、海蔵川等の各水系で、
決壊及び溢水により被害が発生 

- 床上浸水566戸、床下浸水4101戸 
道路13箇所、橋梁21橋 
河川1箇所、河川3.5km 

昭和49年7月25日 集中豪雨 254 
（四日市建設） 

低気圧に伴う豪雨のため、天白
川、鹿化川、内部川等決壊により
被害が発生 

死亡2名、負傷7名 
全壊2戸、半壊8戸 
床上浸水6421戸、床下浸水11013戸 

水田・畑地 
91ha 

河川393箇所、河川7.2km 
道路0.2km、橋梁4橋 

S46.8.30 足見川右岸決壊 
（四日市市貝塚町） 

S49.7.25 天白川左岸決壊による浸水 
（四日市市日永町） 

S49.7.25 朝明川右岸決壊 
（四日市市萱生町） 
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（２）大雨、洪水による災害の実態 

○浸水害、洪水害 

（近年） 

近年の主な洪水被害と降雨状況 

・昭和50年代以降は堤防決壊等外水氾濫に伴う大きな水害は発生していないが、大雨による降雨量の増加や短時間強雨の発生頻度の 

  増加等により、主に内水氾濫を伴う被害が発生 

発生年月日 原因 
最大24時間

雨量 
（観測所） 

被害（四日市建設事務所管内） 

概要 人的被害 家屋被害 氾濫形態 公共土木施設被害 

平成12年9月11日 
（東海豪雨） 

集中豪雨 
494mm 
（松寺） 

本州上の前線に台風からの暖か
い湿った空気が継続的に流入し
たことによる記録的な大雨 

死者1名、 
負傷者1名 

床上浸水192戸、床下浸水2094戸 内水氾濫 （不明） 

平成20年9月2日～3日 集中豪雨 
453mm 
（武平峠） 

紀伊半島沖の低気圧や寒冷前線
の南下により、南から暖かく湿っ
た空気が流入し、雷を伴った豪雨 

なし 一部損壊 ８戸 施設被害 
河川18箇所、砂防9箇所 
道路11箇所、橋梁1橋 

平成24年9月30日 台風17号 
319mm 
（水沢） 

台風による大雨 なし なし 内水氾濫 河川21箇所、道路3箇所、橋梁1橋 

H12.9.11 浸水状況 
（四日市市安島一丁目） 

H20.9.2～3 田光川護岸侵食  
（菰野町田光） 

H24.9.30 足見川堤防決壊  
（四日市市波木町） 
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（２）大雨、洪水による災害の実態 
○土砂災害 
・圏域内には６４０箇所（急傾斜地５０４箇所、土石流１３６箇所）の土砂災害危険箇所が存在する。【平成13年度調査】 

・台風等の大雨により、度々土石流の発生や急傾斜地の崩壊などの被害が発生している。 

既往土砂災害（昭和56年～平成28年） 

H20.9.2～3 国道４７７号 法面崩壊  
（菰野町菰野） 

土砂災害危険箇所図（土石流） 
（菰野町） 6 

H20.9.2～3 北谷 土石流  
（菰野町菰野） 

H20.9.2～3 北谷 土石流  
（菰野町菰野） 

市町名 土石流 崖崩れ 

四日市市 ３ ４４ 

朝日町 ０ １ 

川越町 ０ ０ 

菰野町 ２３ ６ 

計 ２６ ５１ 
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【四日市圏域県管理河川における水防災意識社会の再構築に向けた主な課題】 
  
・河川管理者、市町それぞれが所有する防災情報をさらに共有することが必要 
・洪水時における防災情報の伝え方の工夫が必要  
・地域住民の防災意識の向上（水害に対する危険度の認識を高める工夫）が必要 
・洪水時に的確な水防活動が行えるよう、引き続き、情報共有・訓練等が必要 
・ソフト面だけでなくハード面でも被害を軽減する対策が必要 
・頻発する土砂災害に対する 、警戒避難体制を充実・強化することが必要                   

（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組  

今後概ね５年間で実施する取組 
 
  １）円滑かつ迅速な避難のための取組 
 
  ２）的確な水防活動のための取組 
 
  ３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組 
 
  ４）土砂災害に対する警戒避難体制を充実・強化するための取組 



《誰が》 《誰に》 

伝達者(四日市建設事務所) 受達者(四日市市) 

 順位① 建設事務所長  順位① 危機管理監 

 順位② 副所長(技術)  順位② 危機管理室長 

伝達者(四日市建設事務所) 受達者(川越町) 

 順位① 建設事務所長  順位① 防災担当監 

 順位② 副所長(技術)  順位② 総務課長 

（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 １）円滑かつ迅速な避難のための取組 

１．洪水時における河川管理者からの情報提供等 

水位周知河川の沿川市町と河川管理者においてホットラインの運用を行います。 
・朝明川ほか圏域内の５つの水位周知河川を対象に、河川管理者から市町長に対して河川の情報を直接提供する仕組み（ホットライン）を構築し、  
 平成２９年６月１日から運用開始しています。 

水位周知河川名 水位観測所 ホットライン対象市町 

朝明川 南福崎、松寺、小牧 川越町、四日市市 

三滝川 高角 四日市市 

海蔵川 御館 四日市市 

天白川 日永 四日市市 

鹿化川 赤堀 四日市市 

○ホットラインの実施体制 

○ホットラインにより伝達する情報 

≪いつ≫ 

 氾濫危険水位に達し、以降も引き続きまとまった雨量が予想され 
  水位の上昇が見込まれる場合。 

 ≪伝えるべき内容≫ 

 ○○川の○○観測所において、○時○分に氾濫危険水位に達しました。 
 危険箇所(○○町地内)でさらに水位が上昇する可能性があります。 
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台風21号（H29.10.22～23) 鹿化川の雨量と水位 



（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 １）円滑かつ迅速な避難のための取組 

２．避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認 

水位周知河川の沿川等で対象となる市町を検討・調整し、水害対応タイムラインを作成します。 
・朝明川ほか圏域内の５つの水位周知河川を対象に、河川管理者と市町等が連携して洪水時の状況を予め想定し共有した上で、各市町の避難勧告  
 等の判断・伝達マニュアル等の既存の防災計画等を基本として、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を 

 時系列で整理する水害対応タイムラインを平成３１年の出水期前までを目途に作成します。 

水害対応タイムライン（作成イメージ） 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 １）円滑かつ迅速な避難のための取組 

３．隣接市町における避難場所の設定 

各市町において、水害リスク情報を踏まえて避難場所及び避難経路を検討し、当該市町内の避難場所を収容できない場合などに
おいては、隣接市町等における避難場所の設定や洪水時の連絡体制等について検討・調整を実施します。 
・浸水想定区域が町全域に広がり、町内だけでは避難しきれないと想定される川越町においては、隣接する朝日町と災害時相互応援協定を締結し  
 ており、連絡会議において避難場所の設定や連絡体制等についての検討・調整を今後も継続して実施します。 
・平成３０年２月に作成した川越町の洪水ハザードマップには、四日市市・朝日町の公共施設を避難場所として記載しています。 

川越町 朝明川洪水ハザードマップ（平成３０年２月公表） 
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市町村界を越えた広域的な避難の検討 
【水害ハザードマップの作成の手引き(H28.4）より】 



（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 １）円滑かつ迅速な避難のための取組 

４．要配慮者利用施設管理者における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施 

要配慮者利用施設等の管理者・所有者に対しての避難確保計画の作成と避難訓練の実施を促します。 
・三重県が指定する洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設の立地状況を確認し、各市町の地域防災計画に反映した上で、管理者・所有者に 
 対して避難確保計画の作成と避難訓練の実施を今後も継続して促していきます。 

要配慮者利用施設に係る水防法上の義務等 
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【水防法第15条の三 2項】 
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、以下の義務を負う 
・避難確保計画を作成したときは市町へ報告 
・自衛水防組織を設置したときは構成員等を市町へ報告 

【水防法第15条の三】 
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、以下の義務を負う 
・避難確保計画の作成               
・訓練の実施 
・自衛水防組織の設置（努力義務） 

【水防法第15条2項】 
市町地域防災計画に定められた要配慮者利用施設 
 →施設所有者又は管理者への洪水予報等の伝達方法を定める 

【水防法第１５条1項四号ロ】 
浸水想定区域内にある要配慮者利用施設で、利用者の洪水時等の円滑かつ
迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの 
 →市町地域防災計画への名称、所在地の記載 

水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における 
避難計画点検マニュアル（H29.6） 



朝明川 洪水浸水想定区域図 
（想定最大規模） 

水位周知河川名 計画規模降雨 想定最大規模降雨 

朝明川 平成20年7月15日指定 平成29年3月21日指定 

三滝川 平成18年9月1日指定 平成29年9月22日指定 

海蔵川 平成23年2月22日指定 平成29年9月22日指定  

天白川 平成22年6月1日指定 平成30年度末まで（予定） 

鹿化川 平成20年7月15日指定 平成30年度末まで（予定） 

目的：適切な避難場所等の設定等円滑かつ迅速な避難等のための措置を講じるこ
と等の一層の効果的な住民の避難の確保を 
   図る事等 
・水位周知河川については、河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨によ
り、該当河川が氾濫した場合に 
 浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定・公表（平成１３年水防
法改正） 
 
・水位周知河川については、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に
浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域とし 
   て指定・公表。また、浸水継続時間も併せて公表。 
 （平成２７年水防法改正）  

朝明川 洪水継続時間図 
（想定最大規模） 

5.0m以上 

2階が水没 

3.0m 

2階床面が浸水 

0.5m 

1階床上浸水 

12 

（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 １）円滑かつ迅速な避難のための取組 

５．想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知 

想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図を作成し、市町に提供し、説明を行います。 
・平成２７年水防法改定に伴い、洪水浸水想定区域図の対象降雨を河川整備において基本となる降雨（計画規模降雨）から想定し得る最大の規模（想 
 定最大規模）に拡充し指定・公表を行っています。 
・今回から新たに洪水継続時間図、家屋倒壊等氾濫想定区域を作成し公表しています。 
・朝明川ほか圏域内の５つの水位周知河川については、平成３０年度中の指定・公表を目標に進めます。（朝明川、三滝川、海蔵川は指定・公表済） 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 １）円滑かつ迅速な避難のための取組 

６．水害ハザードマップの改良、周知、活用 

洪水ハザードマップを作成し、住民に提供します。 
内水ハザードマップを作成し、住民に提供します。 
・各市町において、三重県が作成する想定最大規模の洪水浸水想定区域図に基づき、既存の洪水ハザードマップを改良し、印刷物の配布やインターネッ  
 ト等により住民の方々に周知します。 

想定最大規模の洪水浸水想定区域図に基づき改良 
印刷物の配布やインターネット等により住民の方々に周知 

※川越町は実施済（平成30年2月） 

既存の洪水ハザードマップ（四日市市、川越町、朝日町、菰野町） 

既存の内水ハザードマップ（四日市市） 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 １）円滑かつ迅速な避難のための取組 

７．浸水実績等の周知 

過去に実施した浸水検討や浸水実績などの資料を市町に提供し、避難等を的確に行えるよう支援します。 
・河川管理者が河川整備計画策定のための検討業務や過去の調査において収集した浸水実績などの資料を市町に提供します。 

昭和28年台風13号・昭和34年伊勢湾台風 
昭和46年台風23号・昭和49年7月集中豪雨 
被害状況を収集 

戦後の水害の写真収集資料（昭和56年調査） 

河川整備計画策定時収集資料 
(左：朝明川水系、右：鈴鹿川水系（指定区間）) 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 １）円滑かつ迅速な避難のための取組 

８．防災教育の実施 

小中学生等の防災意識と知識を高め、水害から身を守る力を育むための水防災教育を実施します。 
（出前講座、「防災ノート」の配布等） 
・要請に応じて出前講座等を実施します。 
・全小中学校を対象に防災ノート（四日市市は家族防災手帳）の配布を今後も継続して実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
災害情報 

各種ﾊｻﾞｰﾄﾏｯﾌﾟ 

防災クイズ 

防災ノート、家族防災手帳の配布 
ＨＰ「学校防災みえ」により、各種ハザードマップ、 

全国の災害情報、防災に関するクイズ等を提供 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 １）円滑かつ迅速な避難のための取組 

９．住民防災意識の向上 

住民の防災意識と知識を高め、水害から身を守る力を育むための防災教育を実施します。 
・要請に応じて出前講座等を実施します。 
・防災講演会を今後も継続して開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みえ出前トーク（三重県） 

交流トーク（菰野町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○出前講座の開催 ○防災講演会の開催 

防災講演会（朝日町） 

防災講演会（津地方気象台、三重県、四日市市） 



菰野町 

四日市市 

朝日町 

川越町 

凡 例 

二級河川 一級河川 

二級河川 

市町境界 

水位観測所 

水位周知河川 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 １）円滑かつ迅速な避難のための取組 

10．危機管理型水位計、量水標の整備 

河川の水位状況を確認できるように危機管理型水位計や量水標の設置を実施します。・ 
・人家や重要な施設の浸水の危険性が高いが、水位計の設置がすすんでおらず、洪水時における河川水位の現状把握が困難な箇所について、近隣住民や 
 要配慮者の避難を支援するため、危機管理型水位計や量水標を設置します。 
・「緊急治水対策プロジェクト」により、１２河川において平成３２年度を目途に設置を進めます。 

水位計設置位置図 

危機管理型水位計（イメージ） 

量水標（朝明川、川越町にて設置） 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 １）円滑かつ迅速な避難のための取組 

11．防災気象情報の改善 

大雨（浸水害）、洪水警報の改善を図り、災害との相関が高い指数値を導入して、メッシュ情報として表示させることにより、
危険な地域をわかりやすくすることで、住民に今後の危険度の高まりを把握できるようにします。 
・平成２９年７月から実施しています。 

大雨警報（浸水害）を改善するための表面雨量指数の導入及び 

大雨警報（浸水害）の危険度分布の提供 

洪水警報を改善するための流域雨量指数の精緻化及び 

洪水警報の危険度分布の提供 

平成29年台風５号時の危険度分布
（平成29年8月7日 21時30分） 

▽武平峠 ▽武平峠 

20:40 
19mm/10min  

武平峠雨量観測所の水位 
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（４）水防災意識社会の再構築に向けた取組 ２）的確な水防活動のための取組 

12．重要水防区域の点検・見直し及び水防資機材の確認 

・対象全河川の重要水防区域を年１回点検します。 
・関係者と重要水防箇所や水防資機材の情報共有を図ります。 

水系別 重要水防区域指定延長 

重要水防区間図 

河川の堤防・護岸
の状況 

漏水 
沈下、破損及び隙間 
基礎や根固め等の洗掘 
堤脚水路等の閉塞 
横断暗渠等開口部の異常 
斜路・階段等の破損 
標識等の状況 
ごみ等の放置 

河道の状況 
河道内の異常堆積 
床止・堰等の破損 
その他（介類のへい死及び油類の流出・ゴミ等） 

水門・樋門・樋
菅・陸閘・角落・
防潮扉・水位計等
の状況 

戸当たり部の障害物 
取付護岸との隙間及び沈下 
ゲート付近の異常堆積・洗掘 
水位計付近の異常 

その他（設の外観上の破損、損傷、落書き等の汚損） 

ラ ン ク
A 

直ちに対応が必要 
（すぐに対処しなければ重大な被害につながる恐れがある） 

ラ ン ク
B 

早急に対応が必要 
（修繕が必要であるが修繕実施までは危険表示等の応急措置） 

ラ ン ク
C 

緊急度が低い場合 
（モニタリングによる経過観察で対応を考えることができる） 

点検項目と緊急度ランク 

点検状況 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 ２）的確な水防活動のための取組 

13．水防訓練の充実 

・出水時の水防活動を円滑にするための水防訓練を実施します。 
・迅速かつ確実に水位情報を伝達できるよう、洪水時を想定した洪水対応演習を実施します。 

洪水対応演習（イメージ） 

演習様式（サンプル） 

水防訓練（菰野町） 

危険箇所の確認 土のう製作 

土のう運搬 土のう積み 

○洪水対応演習 ○水防訓練 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 ３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組 

14．洪水氾濫を未然に防ぐ対策 

堤防が低い等、整備計画の目標に対して流下能力の不足している箇所を解消します。 
河川の流下能力を回復するため、堆積土砂の撤去を実施します。撤去箇所については、県と市町で優先度を協議しながら選定し
ます。 
・現在河川改修を実施している朝明川、三滝川について、流下能力向上のため、引続き堤防嵩上げ等を進めます。 

堆積土砂撤去（三滝川、四日市市北町） 河川改修（朝明川、川越町高松） 

平成23年9月4日 出水状況 

河川改修（橋梁改築、護岸整備） 
 （三滝川 四日市市西町） 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 ３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組 

15．決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防構造の工夫 

決壊までの時間を少しでも引きのばすことを目的に危機管理型ハード対策として、堤防表法余裕高部分の張りコンクリート等を
実施します。 
・水害リスクが高いにもかかわらず上下流の治水バランスや財政の制約等の観点から早期に整備を行うことが出来ない箇所等について、 
 施設の能力を上回る洪水に対しても決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する対策を実施します。 

【余裕高部分の張りコンクリート】 
（鹿化川 四日市市日永１丁目） 

【余裕高部分の張りコンクリート】
（朝明川 川越町高松） 

完成イメージ 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 ４）土砂災害に対する警戒避難体制を充実・強化するための取組 

16．想定される土砂災害リスクの周知 

基礎調査を完了し、結果を公表します。 
早期に土砂災害（特別）警戒区域を指定します。 
指定した土砂災害（特別）警戒区域を分かり安く公表します。 
土砂災害のハザードマップを作成し、住民に配布します。 
・市町において土砂災害に対する警戒避難体制の整備が図られるように土砂災害警戒区域等の指定を推進し、土砂災害のハザードマップを作成し  
 住民に周知します。 

●県庁・建設事務所にて配架 

閲覧資料を配備 

●県はホームページを随時更新 ●市町は地域防災計画を更新 

●市町はハザードマップを更新・住民へ配布 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 ４）土砂災害に対する警戒避難体制を充実・強化するための取組 

17．豪雨時における土砂災害に対する警戒情報発信 

気象台と共同で土砂災害警戒情報を発表し、FAX・電話により確実に市町へ伝達します。 
三重県土砂災害情報提供システムにより危険情報を公表します。 
電子メールにより危険度情報を配信します。 
・平常時から土砂災害に対する認識を深めるとともに、自らの命を守る力、地域防災力の向上を図るため、避難行動を促進する取組を支援します。 

避難勧告等の発令を促す
メッセージを記載 

●県と気象台は、土砂災害警戒情報を発表 

●県は電子メールで危険度情報を配信 

土砂災害警戒情報の 

発表に備えた 

事前情報として 

土砂災害危険度情報を 

メールで自動配信 

警戒情報発生したら、 
関係市町に 即発信。 ホットラインで早めの発信 

  

危険度メッシュ 

土砂災害警戒情報（左）と 
土砂災害警戒判定メッシュ情報（右）の例 

市役所・町役場 

・情報を受信・確認 

・テレビ､ラジオ､インターネット 
 で情報を確認。 
 
・避難勧告等の発令を確認。 

住民 

スネーク曲線 

『三重県土砂災害 
 情報提供システム』 
 により 

 警戒情報を発信 

●県は関係市町へ避難勧告等の検討を促す 

●県は土砂災害警戒情報を公表 

●市町は警戒避難体制の充実・強化 

✔避難勧告等の的確な伝達周知 

✔要配慮者利用施設への伝達方法について 
 の検討及び伝達内容の説明の実施 

✔安全な避難場所の確保 
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（３）水防災意識社会の再構築に向けた取組 ４）土砂災害に対する警戒避難体制を充実・強化するための取組 

18．早めの避難につなげる取組支援 

市町に対する説明や意見交換の場を設け、警戒避難体制の整備を支援します。 
年１回以上の防災訓練・防災教育・広報活動を実施します。 
要配慮者利用施設の管理者・所有者に対して避難確保計画の作成と避難訓練の実施を促します。 
・平常時から土砂災害に対する認識を深めるとともに、自らの命を守る力、地域防災力の向上を図るため、避難行動を促進する取組を支援します。 

●県は市町に対する説明、意見交換の場を設置 

＜平成28年度出前講座の実施例＞   

 津市白山町（白山男性料理教室） 10月   7日実施 

 松阪市大石町（大石地区協議会） 7月 23日実施 

●県は土砂災害防止法に関する出前講座を実施 

土砂災害警戒避難ガイドライン 
のポイント 

①土砂災害の危険性の周知 

②情報の収集 

③情報の伝達 

④避難勧告等の発令・解除 

⑤安全な避難場所・避難経路の確保 

⑥要配慮者への支援 

⑦防災意識の向上 

●市町は防災訓練・防災教育を実施 

●市町は土砂災害防止月間（6月）等に広報を 
    実施 

●市町は要配慮者利用施設の管理者、所有者に 
 おける避難確保計画の作成と避難訓練の実施 
 を促進 
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（４）フォローアップ 

○フォローアップ 

毎年、出水期前に、前年度の出水時の対応に
ついて振り返るとともに、取組の進捗状況を
確認する等フォローアップを行い、必要に応
じて取組の見直しを行います。 


